
　これまで老人医療・特別
医療の事務の窓口は、さざ
んか会館の健康対策課でし
たが、市の機構改革により、
保険年金課へ移りました。
　6月からは、老人医療（補
装具の償還払い・はり灸
マッサージ券の交付を含む）
および特別医療（乳幼児・ひとり親家庭・特
定疾病を対象とした医療助成）の手続きは、
本庁舎1階の保険年金課で行ってください。
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鳥
取
市
で
は
、
市
・
県
民
税

の
課
税
内
容
が
市
民
の
み
な
さ

ん
に
分
か
り
や
す
く
、
見
や
す

い
も
の
に
す
る
た
め
、
平
成

十
五
年
度
課
税
分
か
ら
納
税
通

知
書
の
様
式
を
変
更
し

ま
す
。
新
し
い
納
税
通

知
書
は
、
八
枚
綴
り

で
、
一
〜
三
枚
目
は
所

得
の
内
訳
な
ど
で
、
四

〜
八
枚
目
が
納
付
書
・

領
収
証
書
と
な
っ
て
い

ま
す
。
納
付
方
法
は
従

来
と
変
わ
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
十
五
年
度
分

の
個
人
へ
の
（
普
通
徴

収
分
）
納
税
通
知
書

は
、
六
月
中
旬
に
送
付

す
る
予
定
で
す
。

　

な
お
、
平
成
十
四
年

度
課
税
分
以
前
の
納
税

通
知
書
は
、
こ
れ
ま
で

と
同
じ
様
式
で
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先　

市
民
税
課
（
@

20̶

３
１
２
４
）

市
・
県
民
税
の
納
税
通
知
書

　
　

の
様
式
が
変
わ
り
ま
す

農
村
型
ケ
ー
ブ
ル

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
開
始
！

　

既
に
、
ス
タ
ー
ト
し
て
い

る
都
市
型
ケ
ー
ブ
ル
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
に
加
え
、
農
村

型
高
速
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が

整
備
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
五
月
一
日

か
ら
市
内
す
べ
て
の
み
な
さ

ん
に
接
続
サ
ー
ビ
ス
が
提
供

で
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

情
報
政
策
課
（
@
20̶

３
１
２
４
）

見
や
す

く
な
り

ま
す

ケーブル接続のイメージ図

6 月から老人医療・特別
医療の窓口が移転します

■問い合わせ先　保険年金課(@ 20－3202）
　市保健センター(@20－3191）
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